
嘉手納基地内の危険物取扱施設火災に対する意見書 

 

令和２年６月２２日午前９時頃、嘉手納飛行場中央部の滑走路南側に位置する危険

物取扱施設がほぼ全焼する火災事故が発生した。 

 米軍から「火災発生及び火災現場から風上約１５０メートル、風下約６００メート

ルの範囲に規制線を敷き、規制線内にいる人員を避難させた」との情報が、沖縄防衛

局を通じ本町に提供されたのは火災発生から約３時間後の正午頃だった。 

この時点では、施設に次亜塩素酸カルシウムが保管されており、火災により塩素ガ

スが発生する可能性がある等の重要事項は知らされておらず、本町をはじめ基地周辺

自治体へ情報提供されたのは、鎮火から４時間以上経過した午後７時半頃で、住宅地

から黒煙が上がる様子が目撃されていたが米軍から状況に即した細やかな情報提供は

なく、周辺住民の不安は募る一方であった。 

本町議会はこれまで米軍の事件・事故が発生するたびに、関係機関に対し正確かつ

迅速な情報提供を求めてきたにもかかわらず、今回の情報提供の遅れは誠に遺憾であ

り強い憤りを禁じ得ない。 

米軍は、２５日午後、火災現場を視察するため基地内に立ち入った三連協の首長等

に対し、「今回の火災通報が遅れた理由は、きちんと調査し、現場の状況を抑えた上で

連絡しないと混乱するためである」と説明した。また「生物環境工学の専門家が大気

のモニタリングを実施し、基地外に塩素ガスが流出した事実はなく、排水路でも異常

は確認されなかった」としたが、口頭での説明のみで詳細なデータは示さなかった。 

基地内には燃料、様々な化学物質及び危険物等が保管されていると推測されること

から、火災発生直後に基地内に注意喚起したのであれば基地周辺自治体に対しても、

在日米軍に係る事件・事故発生時における通報手続に基づいた迅速な情報提供を強く

求めるものである。 

よって、嘉手納町議会は町民の生命、財産、安全及び平穏な生活を守る立場から、

下記事項の速やかな実現を図るよう強く要求する。 

 

記 

 

１ 火災原因を徹底究明し、その結果を速やかに公表すること。 

２ 実効性ある再発防止策を講ずること。 

３ 通報体制を遵守し、事故に関する正確かつ迅速な情報提供を行うこと。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

 

令和２年７月２日 

沖縄県嘉手納町議会 

（あて先） 

内閣総理大臣 外務大臣 防衛大臣 内閣官房長官（沖縄基地負担軽減担当） 

沖縄及び北方対策担当大臣 外務省特命全権大使（沖縄担当） 沖縄防衛局長 

沖縄県知事  



嘉手納基地内の危険物取扱施設火災に対する抗議決議 

 

令和２年６月２２日午前９時頃、嘉手納飛行場中央部の滑走路南側に位置する危険

物取扱施設がほぼ全焼する火災事故が発生した。 

 米軍から「火災発生及び火災現場から風上約１５０メートル、風下約６００メート

ルの範囲に規制線を敷き、規制線内にいる人員を避難させた」との情報が、沖縄防衛

局を通じ本町に提供されたのは火災発生から約３時間後の正午頃だった。 

この時点では、施設に次亜塩素酸カルシウムが保管されており、火災により塩素ガ

スが発生する可能性がある等の重要事項は知らされておらず、本町をはじめ基地周辺

自治体へ情報提供されたのは、鎮火から４時間以上経過した午後７時半頃で、住宅地

から黒煙が上がる様子が目撃されていたが米軍から状況に即した細やかな情報提供は

なく、周辺住民の不安は募る一方であった。 

本町議会はこれまで米軍の事件・事故が発生するたびに、関係機関に対し正確かつ

迅速な情報提供を求めてきたにもかかわらず、今回の情報提供の遅れは誠に遺憾であ

り強い憤りを禁じ得ない。 

米軍は、２５日午後、火災現場を視察するため基地内に立ち入った三連協の首長等

に対し、「今回の火災通報が遅れた理由は、きちんと調査し、現場の状況を抑えた上で

連絡しないと混乱するためである」と説明した。また「生物環境工学の専門家が大気

のモニタリングを実施し、基地外に塩素ガスが流出した事実はなく、排水路でも異常

は確認されなかった」としたが、口頭での説明のみで詳細なデータは示さなかった。 

基地内には燃料、様々な化学物質及び危険物等が保管されていると推測されること

から、火災発生直後に基地内に注意喚起したのであれば基地周辺自治体に対しても、

在日米軍に係る事件・事故発生時における通報手続に基づいた迅速な情報提供を強く

求めるものである。 

よって、嘉手納町議会は町民の生命、財産、安全及び平穏な生活を守る立場から、

下記事項の速やかな実現を図るよう強く要求する。 

 

記 

 

１ 火災原因を徹底究明し、その結果を速やかに公表すること。 

２ 実効性ある再発防止策を講ずること。 

３ 通報体制を遵守し、事故に関する正確かつ迅速な情報提供を行うこと。 

 

以上、決議する。 

 

 

令和２年７月２日 

沖縄県嘉手納町議会 

（あて先） 

駐日米国大使 在日米軍司令官 在沖米四軍沖縄地域調整官 

在沖米国総領事 嘉手納基地第１８航空団司令官 沖縄県議会議長  


